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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２９年４月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年３月２８日 ０４時３５分ごろ 

発生場所 岩手県久慈
く じ

市久慈港南東方沖 

 陸中黒埼灯台から真方位０９９°９.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３９°５９.０′ 東経１４２°０８.６′） 

インシデントの概要  セメント運搬船絆
はん

永
えい

丸は、南進中、主機の運転ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過  平成２８年３月２９日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

セメント運搬船 絆永丸、５,８４３トン 

 １４２５２７、アジアパシフィックマリン株式会社（Ａ社）、株式

会社ジェネック、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

 １１９.９０ｍ×１９.４０ｍ×９.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,６４７kＷ、平成２７年８月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ２８歳 

 三級海技士（機関）（機関限定） 

   免 許 年 月 日 平成２４年８月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月１３日 

  免状有効期間満了日 平成２９年８月１２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか９人が乗り組み、セメント輸送に従事

中、平成２８年３月１４日から２０日までの間に合計１１回、主機電

子制御装置に通信異常の警報が発生していた。主機は、２１日に機関

監視室から遠隔始動を行った際、燃料運転ができなかったので、主機

電子制御装置の電源を入れ直したところ、燃料運転ができるようにな

った。 

 本船は、主機電子制御装置製造業者の担当者２人を、３月２１日か

ら２４日までの航海に同乗させ、主機電子制御装置の異常の有無を確
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認させたが、異常警報が発生しなかった。 

 本船は、２６日に再び主機の燃料運転ができなくなり、主機電子制

御装置の電源を入れ直して復旧したものの、２８日０４時３５分ご

ろ、久慈港南東方沖を南進中に主機２番シリンダの排気温度偏差下限

警報が作動し、主機の２番、４番及び６番シリンダの燃料ポンプが止

まり、主機の運転ができなくなった。 

本船は、主機電子制御装置の電源を入れ直したものの、復旧しなか

ったので、自力航行を断念して久慈港南東方沖に錨泊した後、海上保

安庁に本インシデントの発生を通報し、Ａ社が手配をしたタグボート

にえい
．．

航され、２９日０９時３０分ごろ青森県八戸市八戸港に入港し

た。 

本船は、入港後、主機電子制御装置製造業者の担当者による点検が

行われ、主機の全シリンダについて、‘主機電子制御装置の燃料噴射

装置と主機接続箱との間に設置されていた接続箱’（以下「本件接続

箱」という。）内で、信号回線どうしが接触して被覆が擦れ合い、内

部の導線が剝
む

き出しになった箇所が発見された。（写真１、写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本件接続箱の内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 導線が剝き出しの信号回線 

本船は、主機電子制御装置製造業者により本件接続箱内の信号回線

本件接続箱 

信号回線 

導線の剝き出し箇所 
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について、被覆が擦れた部分の切除、接続端子を絶縁被覆付圧着端子

に交換及び結束が行われたほか、本件接続箱取付け部に緩衝材（布）

を取り付けて防振対策等が施され、通信異常の警報が発生しなくなっ

た。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 本件接続箱の防振対策等 

（付図１ インシデント発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 本船の主機電子制御装置は、信号回線が主回線と予備回線の２系統

あり、非常時に対応できるようになっていたが、本インシデント当

時、本件接続箱内で主回線及び予備回線の各導線が剝き出しになって

接触し、電気的に繋
つな

がった状態となり、信号回線が不安定になって主

機の２番、４番及び６番シリンダの燃料ポンプへの作動信号が送信さ

れない状態になっていた。 

本船は、入渠
きょ

時の主機開放点検の際に容易に信号回線の取り外しが

できるよう本件接続箱が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、久慈港南東方沖を南進中、主機電子制御装置において燃料

噴射装置への信号回線の出力信号が不安定になったことから、主機の

２番、４番及び６番シリンダの燃料ポンプが停止し、主機の運転がで

きなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 本船の主機電子制御装置の信号回線は、本件接続箱内で主回線と予

備回線とが、主機運転時の機関振動等で相互の配線の被覆が擦れ合っ

たことから、配線の導線が剝き出しになって接触し、主回線と予備回

線とが電気的に繋がった状態になり、信号回線の出力信号が不安定に

なったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、久慈港南東方沖を南進中、主機

電子制御装置において燃料噴射装置への信号回線の出力信号が不安定

信号回線の結束 

絶縁被覆付接続端子 

緩衝材（布） 

本件接続箱 
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になったため、主機の２番、４番及び６番シリンダの燃料ポンプが停

止し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えら

れる。  

参考  主機電子制御装置製造業者は、平成２８年７月に本件接続箱を撤去

した。（写真４、写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真４ 本件接続箱撤去前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 本件接続箱撤去後 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機周りの配線等については、主機運転時の機関振動等を考慮し

て適切に設置することが望ましい。 

 

本件接続箱 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インシデント発生場所 

（平成２８年３月２８日 

 ０４時３５分ごろ発生） 

久慈港 

陸中黒埼灯台 

岩手県 

岩手県 

久慈市 


